
  

 

 

2018 年 6 月吉日 

 

中国向け輸出 AFS 及び AFA 導入のご案内 

 

 

 

拝啓  平素は弊社サービスを御利用頂き、厚く御礼申し上げます。 

この度、中華人民共和国海関総署(税関当局)2017 年第 56 号公告による 2018 年 6 月 1 日以降の中国向

け貨物の新データでの報告制度導入に伴い、7月 1日以降日本 ETD 本船より AFS、AFA の導入が決定となりま

したので、下記の通りご案内致します。 

何卒ご理解、ご協力頂けますようお願い致します。 

敬具 

 

 

記 

 

適用開始時期：2018 年 7月 1 日 積港 ETD 

対象仕向け地：弊社取り扱いサービスの中国全港 

 

適用料率： AFS(Advance Filing Surcharge) JPY3,600 / BL 
  AFA(Advance Filing Amendment fee)  JPY4,800 / BL 

           (AFA は税関へデータ送信後の訂正１件につき、発生致します) 

 

支払い方式：日本払い 

 

 

以上 

株式会社 瑞洋海運 
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